
  衛生管理関係の主な罰則             ２０２０．６ 

災害等が発生した場合は、罰則の定めのない違反の場合でも労働安全衛生法違反で送検される場合がある 

6 ヶ月以下の懲役、または 50万円以下の罰金                法：労働安全衛生法 

内       容 （概略） 条  文 

機械、器具、危険物質、エネルギーの危険に対する必要な措置実施違反 法２０ 

業務における作業方法、墜落土砂等の崩壊の危険防止措置違反 法２１ 

原材料、ガス、騒音、振動など、計器監視など精神的疲労、有害物などによる健康障

害が防止措置違反 

法２２ 

通路、階段等の保全、彩光、照明、休養、清潔等の健康、風紀及び生命に必要な措

置違反 

法２３ 

作業行動から生じる労働災害防止措置違反 法２４ 

急迫した危険に対する作業中止、避難に必要な措置違反 法２５条 

救護に関する必要な措置実施違反 法２５条の２ 

化学物質の製造、取り扱い設備の請負者に対し注文者の災害防止対策措置違反 法３１条の２ 

有害危険物の表示違反 法５７条 

危険有害業務前の特別教育実施違反 法 59条 

作業環境測定の実施と記録の保存違反 法６５ 

潜水業務等、健康障害防止のための作業時間制限違反 法６５条の４ 

感染症等病者の就業禁止違反 法 68条 

労働局長、監督署長への申告に対する不利益な扱い防止違反 法５９条 

健康診断等に関する秘密漏洩違反 法１０５ 

労働局長、監督署長の作業の停止、機械等の使用禁止命令違反 法９９条 

50 万円以下の罰金 

総括安全衛生管理者の未選任 法１０ 

安全管理者の未選任 法１１条 

衛生管理者の未選任 法 12条 

産業医の未選任 法 13条 

衛生委員会の未設置 法１８条 

労働者が危険有害対策のための措置に従わない 法２６ 

定期自主検査の未実施及び記録の未保存 法４５ 

安全衛生教育未実施（特別教育以外） 法 59条 

作業者に対し無免許による作業の禁止違反 法６１条 

健康診断の未実施 法 66条 

健康診断結果の未記録 法 66条の 3 

健康診断結果の受診者への非通知 法 66条の 6 

長時間労働者の面接指導未実施 法６６条の８の２ 

機械等の設置届け未実施 法８８条 



法令の従業員への非周知 法 101 条 1項） 

書類の保存（保存年数が定められている書類） 法１０３条 

３年以下の懲役または３００万円以下の罰金 

製造禁止物質の製造、輸入、譲渡、提供、使用違反 法第５５条 

安全（健康）配慮義務は、労働契約法 5条により、明確な事業者の義務とされています。 


